
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

　令和元年(2019年)５月号　第1174号 　令和元年(2019年)５月号　第1174号　 89

高額療養費　自己負担限度額

所得区分　※１ １カ月の自己負担限度額（ア） ４回目以降の自己
負担限度額（イ）

901 万円超 252,600 円＋（医療費ー 842,000 円）×１％ 140,100 円
600 万円超 901 万円以下 167,400 円＋（医療費ー 558,000 円）×１％ 93,000 円
210 万円超 600 万円以下 80,100 円＋（医療費ー 267,000 円）×１％ 44,400 円210 万円以下 57,600 円
住民税非課税世帯　※２ 35,400 円 24,600 円
※１　 世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得を合計した額
※２　 同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税である世帯

高
額
療
養
費
の
受
給
手
続
き
を

市
役
所
国
保
年
金
課  

　
　
　
　
　

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２  

 

１
０
０
１
０
１
６

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
医

療
機
関
で
治
療
を
受
け
、
自
己
負

担
額
が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
、

申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
高
額
療

養
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
70
歳
以

上
の
か
た
は
取
り
扱
い
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

● 

１
カ
月
の
自
己
負
担
が
次
の
額

を
超
え
た
場
合

① 

同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
同
じ

医
療
機
関
で
下
表
の
限
度
額

（
ア
）
を
超
え
て
支
払
っ
た
場

合
、
超
え
た
額
を
支
給

② 

１
世
帯
で
、
同
じ
月
内
に
同
じ

医
療
機
関
へ
２
万
１
０
０
０
円

以
上
の
支
払
い
が
２
回
以
上

あ
っ
た
と
き
、
合
算
し
て
下
表

の
限
度
額
（
ア
）
を
超
え
た
額

を
支
給

※
入
院
と
外
来
は
別
で
計
算

※ 

薬
局
の
医
療
費
は
処
方
せ
ん
を

出
し
た
医
療
機
関
の
医
療
費
に

含
ま
れ
ま
す

※ 

入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
室
料

な
ど
の
保
険
対
象
外
と
な
る
費

用
は
除
き
ま
す

● 

高
額
療
養
費
の
支
給
を
年
４
回

以
上
受
け
た
場
合

１
世
帯
で
過
去
12
カ
月
以
内
に
４

回
以
上
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
場
合
、
４
回
目
か
ら
は
左
表

（
イ
）
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
た
額
を
支
給

※ 

県
内
の
転
居
で
転
居
後
も
同
じ

世
帯
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
と
き
は
、
転
居
前
の
支
給
も

通
算
し
て
多
数
回
該
当
の
回
数

に
含
め
ま
す

▼
申
請
方
法　

国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
、
領
収
書
、
預
金
通
帳

な
ど
振
込
先
の
分
か
る
も
の
、
世

帯
主
と
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
分
か
る
も
の
、
届
け
出
す
る
か

た
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を

持
参
の
上
、
市
役
所
国
保
年
金

課
、
支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー
へ

●
窓
口
負
担
額
を
軽
減
で
き
ま
す

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医

療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
窓
口
負

担
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
限
度
額
適

用
認
定
証
が
必
要
な
か
た
は
、
被

保
険
者
証
、
世
帯
主
と
対
象
者
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
、

届
け
出
す
る
か
た
の
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
を
持
参
の
上
、
市

役
所
国
保
年
金
課
、
支
所
、
市
民

セ
ン
タ
ー
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。　

※
国
民
健
康
保
険
税
の
未

納
が
な
い
世
帯
の
み

こんなとき 手続きに必要なもの

加入
職場の健康保険を脱退したとき  健康保険を脱退した

ことの証明書

世帯主および対象の
かたのマイナンバー
が分かるもの、届け
出するかたの本人確
認ができるもの（運
転免許証など）

県外から転入したとき （転出証明書）
子どもが生まれたとき

脱退

職場の健康保険へ加入したとき 保険証、職場の健康
保険証

県外へ転出するとき 保険証
死亡したとき 保険証
一定の障害があると認定された 65 歳以上
75 歳未満のかたが後期高齢者医療制度に
加入したとき

保険証、後期高齢者
医療制度の保険証

その他

県内の他の市区町村から転入したとき （転出証明書）
県内の他の市区町村へ転出するとき 保険証
市内転居したとき 保険証
氏名・世帯主が変わったとき 保険証
保険証を紛失したとき　※本人確認書類の
種類によっては保険証は後日郵送します

 運転免許証などの本
人確認書類

国民健康保険の手続き

国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退

の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

市
役
所
国
保
年
金
課  

　
　
　
　
　

☎

０
５
８
７(
32)

１
３
１
２  

 

１
０
０
１
０
０
６

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退

な
ど
は
、
世
帯
主
が
届
け
出
を
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

届
け
出
が
な
い
場
合
や
遅
れ
た

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間

ま
た
は
納
付
の
猶
予
が
承
認
さ
れ

た
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を

全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
て
将

国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査

市
役
所
国
保
年
金
課  

　
　
　
　
　

☎
０
５
８
７(

32)

１
３
１
２  

 

１
０
０
１
０
１
７

　

生
活
習
慣
病
を
予
防
し
、
健
康

を
守
る
た
め
に
、
年
に
１
回
の
健

診
を
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
実
施
期
間　

５
月
１
日
（
水
・

祝
）
〜
９
月
30
日
（月）　

※
実
施
医

療
機
関
の
診
療
時
間
内
に
限
る
▼

実
施
医
療
機
関　

受
診
券
に
記
載

（
最
新
の
実
施
医
療
機
関
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま

す
）
▼
対
象　

国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
に
加
入
し
て
い
る
40
歳
〜
74

歳
の
か
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
の
か
た
（
対
象
者
に
は
、

受
診
券
を
送
付
し
ま
す
）　

※
15

歳
以
上
40
歳
未
満
の
か
た
は
、
基

本
健
康
診
査
を
受
診
し
て
く
だ
さ

い
▼
内
容　

問
診
、
身
体
計
測
、

診
察
、
尿
検
査
、
血
圧
測
定
、
血

液
検
査
（
脂
質
、
肝
機
能
、
糖
代

謝
、
腎
機
能
）　

※
血
清
ク
レ
ア

チ
ニ
ン
検
査
（
国
保
の
か
た
は
全

員
。
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
か
た
は
必
要
に
応
じ
て
）　

※

そ
の
他
、
必
要
な
か
た
は
貧
血
検

査
、
心
電
図
検
査
、
眼
底
検
査
を

実
施
▼
持
ち
物　

保
険
証
、
受
診

券
▼
受
診
方
法　

食
事
を
抜
い
て

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
受
診
方
法

は
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
の
で
、
電
話
な
ど
で
直
接
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
医
療
機
関

に
よ
っ
て
は
が
ん
検
診
も
同
時
に

受
診
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
広

報
い
な
ざ
わ
４
月
号
と
同
時
に
配

布
し
た
健
康
推
進
課
の
保
健
事
業

案
内
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
▼
そ

の
他　

健
康
診
査
記
録
票
の
本
人

控
は
、
確
定
申
告
の
際
、
特
定
一

般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ

た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例

（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
）
に
用
い
る
証
明
に
な
り
ま
す

●
特
定
保
健
指
導

　

健
康
診
査
の
結
果
に
応
じ
て
生

活
習
慣
改
善
の
保
健
指
導
を
行
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
い
な
ざ

わ
８
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
期
間
に
つ
い
て
、
10

年
以
内
（
例
え
ば
、
平
成
21
年
６

月
分
は
令
和
元
年
６
月
ま
で
）
で

あ
れ
ば
、
後
か
ら
保
険
料
を
納
付

（
追
納
）
す
る
こ
と
で
、
受
け
取

る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
が

承
認
さ
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
保
険

料
を
追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時

の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の

で
、
早
め
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま

す
（
平
成
29
年
度
と
平
成
30
年
度

分
は
加
算
額
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

※ 

承
認
さ
れ
た
期
間
の
う
ち
、
原

則
古
い
期
間
か
ら
の
納
付
に
な

り
ま
す

場
合
は
不
都
合
が
生
じ
ま
す
の

で
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
手
続
き　

左
表
▼
届
出
先　

市

種類 改定前
（３月分まで）

改定後
（４月分から）

特別障害
者手当

Ａ種 33,790 円 34,050 円
Ｂ種 27,990 円 28,250 円

障害児
福祉手当

Ａ種 21,550 円 21,690 円
Ｂ種 15,800 円 15,940 円

経過的
福祉手当

Ａ種 21,550 円 21,690 円
Ｂ種 15,800 円 15,940 円

特別障害者手当などの手当額

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
振
り
込
み

市
役
所
福
祉
課  

　
　
　
　
　

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
８
１  

 

１
０
０
５
０
０
９

　

２
月
〜
４
月
分
の
特
別
障
害
者

手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
を
指
定

さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

手
当
額
は
物
価
の
変
動
に
応
じ
て

自
動
的
に
額
を
改
定
す
る
自
動
物

価
ス
ラ
イ
ド
制
で
、
４
月
分
か
ら

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼
振
込
日　

５
月
10
日
(金)
▼
手
当

額　

下
表

路線名 利用人数
コミュニティバス運
行経費における１人
当たりの市負担額

稲沢中央線　アピタ稲沢店系統 7,441 人 135 円
祖父江・稲沢線　ふれあいの郷
系統 1,272 人 672 円

祖父江・稲沢線　地泉院系統 1,625 人 522 円
下津・大里東線 710 人 1,149 円
大里西線 691 人 1,136 円
千代田線 1,099 人 720 円
平和線 571 人 1,569 円

平成 31 年２月分

　コミュニティバスの運行を継続していくため、『「稲沢市コ
ミュニティバス運行事業計画」見直しに係る基準』を設定し、
運行経費における利用者１人当たりの市負担額（下表）の基準
値を 1,500 円としました。この基準値に基づき、４月から運行
路線、時刻表を改正しています。

コミュニティバスを利用してください

問合先　市役所地域協働課　

☎

0587(32)1146

役
所
国
保
年
金

課
、
支
所
、
市

民
セ
ン
タ
ー


